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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬディスプレイや液晶ディスプレイなどの表示装置において、保護膜等の
形成時に酸化処理層を必要とせずに、薄膜トランジスタの電気特性を安定させることが可
能である酸化物半導体層を提供する。
【解決手段】基板上に少なくとも、基板側から順に、酸化物半導体層と、ソース・ドレイ
ン電極と、保護膜とを備えた薄膜トランジスタ構造であって、前記酸化物半導体層は、金
属元素全体に占めるＺｎの含有量が５０原子％以上であり、ソース・ドレイン電極および
保護膜側に形成される第１酸化物半導体層と、Ｉｎ、Ｇａ、およびＺｎよりなる群から選
択される少なくとも１種の元素と、Ｓｎとを含み、基板側に形成される第２酸化物半導体
層との積層体であり、かつ、前記第１酸化物半導体層と、前記ソース・ドレイン電極およ
び保護膜とが、直接接触していることを特徴とする薄膜トランジスタ構造。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に少なくとも、基板側から順に、酸化物半導体層と、ソース・ドレイン電極と、
保護膜とを備えた薄膜トランジスタ構造であって、
　前記酸化物半導体層は、
　金属元素全体に占めるＺｎの含有量が５０原子％以上であって、ソース・ドレイン電極
および保護膜側に形成される第１酸化物半導体層と、
　Ｉｎ、Ｇａ、およびＺｎよりなる群から選択される少なくとも１種の元素と、Ｓｎとを
含み、基板側に形成される第２酸化物半導体層との積層体であり、かつ、
　前記第１酸化物半導体層と、前記ソース・ドレイン電極および保護膜とが、直接接触し
ていることを特徴とする薄膜トランジスタ構造。
【請求項２】
　基板上に少なくとも、基板側から順に、酸化物半導体層と、エッチストッパー層と、ソ
ース・ドレイン電極とを備えた薄膜トランジスタ構造であって、
　前記酸化物半導体層は、
　金属元素全体に占めるＺｎの含有量が５０原子％以上であって、エッチストッパー層お
よびソース・ドレイン電極側に形成される第１酸化物半導体層と、
　Ｉｎ、Ｇａ、およびＺｎよりなる群から選択される少なくとも１種の元素と、Ｓｎとを
含み、基板側に形成される第２酸化物半導体層との積層体であり、かつ、
　前記第１酸化物半導体層と、前記エッチストッパー層およびソース・ドレイン電極とが
、直接接触していることを特徴とする薄膜トランジスタ構造。
【請求項３】
　前記第１酸化物半導体層は、金属元素として、更にＡｌ、ＧａおよびＳｎよりなる群か
ら選択される１種以上の元素を含むものである請求項１または２に記載の薄膜トランジス
タ構造。
【請求項４】
　前記保護膜は、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法に
よって形成されたものである請求項１または３に記載の薄膜トランジスタ構造。
【請求項５】
　前記エッチストッパー層は、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔ
ｉｏｎ）法によって形成されたものである請求項２または３に記載の薄膜トランジスタ構
造。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の薄膜トランジスタ構造を備えた薄膜トランジスタ。
【請求項７】
　請求項６に記載の薄膜トランジスタを備えた表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）構造、および該構造を備えた薄膜トランジスタ
や表示装置に関するものである。本発明のＴＦＴ構造は、例えば液晶ディスプレイ（液晶
表示装置）や有機ＥＬディスプレイ等のフラットパネルディスプレイに代表的に用いられ
る。以下では、液晶表示装置を代表的に取り上げて説明するが、これに限定する趣旨では
ない。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置に用いられる半導体層として、酸化物半導体が注目されている。酸化物半導体
は、汎用のアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）に比べて高いキャリア移動度を有し、光学
バンドギャップが大きく、低温で成膜できるため、大型・高解像度・高速駆動が要求され
る次世代ディスプレイや、耐熱性の低い樹脂基板などへの適用が期待されている。
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【０００３】
　酸化物半導体は、Ｉｎ、Ｇａ、ＺｎおよびＳｎよりなる群から選択される少なくとも一
種の元素を含んでおり、例えば、Ｉｎ含有酸化物半導体（Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ、Ｉｎ－
Ｚｎ－Ｓｎ－Ｏ、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏなど）が代表的に挙げられる。あるいは、希少金属であ
るＩｎを含まず材料コストを低減でき、大量生産に適した酸化物半導体として、Ｚｎ含有
酸化物半導体（Ｚｎ－Ｓｎ－Ｏ、Ｇａ－Ｚｎ－Ｓｎ－Ｏなど）も提案されている（例えば
特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１６３９０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　酸化物半導体をＴＦＴの酸化物半導体層として用いる場合、キャリア濃度が高いだけで
なく、ＴＦＴのスイッチング特性（トランジスタ特性）に優れていることが要求される。
具体的には、（１）移動度が高いことに加えて、（２）ＳＳ（Ｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄ
　Ｓｗｉｎｇ、サブスレッショルド　スィング、ドレイン電流を１桁あげるのに必要なゲ
ート電圧）値が低く、かつ（３）電圧印加や光照射などのストレスに対する耐性（ストレ
ス耐性）に優れていることなどが要求される。
【０００６】
　更に酸化物半導体をＴＦＴの酸化物半導体層として用いる場合、ＴＦＴ製造時に酸化物
半導体層の上部にソース・ドレイン電極や、保護膜、エッチストッパー層等（以下、酸化
物半導体層の上部に、この酸化物半導体層と少なくとも一部が直接接触するように形成さ
れる層（膜）を「上部層」と総称することがある）を成膜するが、この上部層形成時に、
酸化物半導体層の表面が大きなダメージを受けて酸素の脱離などの欠陥が発生し、閾値電
圧の大幅なシフトやスイッチング特性の低下が生じるといった問題がある。
【０００７】
　詳細には、例えば保護膜を、プラズマＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐ
ｏｓｉｔｉｏｎ）法で成膜する際、プラズマにより高速化されたラジカルや分子が酸化物
半導体の表面に衝突するため、酸化物半導体層の表面に、欠陥（代表的には、酸素の脱離
など）が形成されたり、成膜ガスに含まれる水素が導入されるといったことが生じる。そ
の結果、酸化物半導体層の表面が容易に導通化するなどの問題が生じる。これは、おそら
く酸化物半導体層の表面に生成される酸素欠損や表面に導入された水素が、酸化物半導体
内で電子ドナーとしてふるまうためと推察される。
【０００８】
　そしてこの様に酸化物半導体層が導体化すると、スイッチング特性を示さなくなったり
、閾値電圧が大きく負側へシフトしたりするなど、ＴＦＴ特性に深刻な影響を与える。
【０００９】
　そこで、上部層形成時の酸化物半導体層表面へのダメージを抑制するため、上部層成膜
前に、例えばＮ２Ｏプラズマを酸化物半導体層表面に照射してこの表面に酸化処理層（通
常のＴＦＴ作製工程の熱履歴を経ることで形成される酸化層とは異なる）を形成する等し
て、この表面を予め過剰酸化させる方法が提案されている。ところが、上記酸化処理層を
形成すると、上部層形成前に比べて移動度が劣化し、またストレス耐性が低くなるという
問題がある。また、上部層形成前にＮ２Ｏプラズマ処理工程を追加する必要があるため、
生産性の低下、生産コストの増加などといった問題もある。
【００１０】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、酸化物半導体層の表面に
上述した酸化処理層を形成することなく、上部層形成時に生じる酸化物半導体層表面の欠
陥発生（ダメージ）や水素導入、およびこれに伴って生じるＴＦＴ特性の劣化を、簡易か
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つ確実に低減することのできる新規な技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決し得た本発明の薄膜トランジスタ構造は、基板上に少なくとも、基板側
から順に、酸化物半導体層と、ソース・ドレイン電極と、保護膜とを備えた薄膜トランジ
スタ構造であって、
　前記酸化物半導体層は、
　金属元素全体に占めるＺｎの含有量が５０原子％以上であって、ソース・ドレイン電極
および保護膜側に形成される第１酸化物半導体層と；
　Ｉｎ、Ｇａ、およびＺｎよりなる群から選択される少なくとも１種の元素と、Ｓｎとを
含み、基板側に形成される第２酸化物半導体層と；
の積層体であり、かつ、前記第１酸化物半導体層と、前記ソース・ドレイン電極および保
護膜とが、直接接触しているところに特徴を有する。
【００１２】
　また、上記課題を解決し得た本発明の別の薄膜トランジスタ構造は、基板上に少なくと
も、基板側から順に、酸化物半導体層と、エッチストッパー層と、ソース・ドレイン電極
とを備えた薄膜トランジスタ構造であって、
　前記酸化物半導体層は、
　金属元素全体に占めるＺｎの含有量が５０原子％以上であって、エッチストッパー層お
よびソース・ドレイン電極側に形成される第１酸化物半導体層と；
　Ｉｎ、Ｇａ、およびＺｎよりなる群から選択される少なくとも１種の元素と、Ｓｎとを
含み、基板側に形成される第２酸化物半導体層と；
の積層体であり、かつ、前記第１酸化物半導体層と、前記エッチストッパー層およびソー
ス・ドレイン電極とが、直接接触しているところに特徴を有する。
【００１３】
　本発明の好ましい実施形態として、前記第１酸化物半導体層は、金属元素として、更に
Ａｌ、Ｇａ、およびＳｎよりなる群から選択される１種以上の元素を含むものである。
【００１４】
　本発明の薄膜トランジスタ構造は、前記保護膜や前記エッチストッパー層が、ＣＶＤ（
Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法によって形成された場合であ
っても優れた特性を発揮する。
【００１５】
　本発明には、上記薄膜トランジスタ構造を備えた薄膜トランジスタや、この薄膜トラン
ジスタを備えた表示装置も含まれる。
【００１６】
　尚、本発明における上記「直接接触」とは、第１酸化物半導体層上に、ソース・ドレイ
ン電極や、保護膜、エッチストッパー層が、上述したＮ２Ｏプラズマ照射等により形成さ
れる酸化処理層等を介することなく形成されることを意味する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、酸化物半導体層を備えた薄膜トランジスタにおいて、Ｉｎ、Ｇａ、お
よびＺｎよりなる群から選択される少なくとも１種の元素と、Ｓｎとを含む第２酸化物半
導体層へのダメージや水素の導入を抑制する層として、第１酸化物半導体層を介在させて
いるため、Ｎ２Ｏプラズマ照射により酸化処理層を形成せずとも、上部膜形成後のＴＦＴ
特性は安定しており、品質の高い表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、実施形態の製造過程における薄膜トランジスタの構造を説明するための
概略断面図である。
【図２】図２は、実施形態の製造過程における薄膜トランジスタの別の構造を説明するた
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めの概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明者らは、Ｉｎ、Ｇａ、およびＺｎよりなる群から選択される少なくとも１種の元
素と、Ｓｎとを含む酸化物をＴＦＴの活性層（酸化物半導体層）に用い、この酸化物半導
体層の上部に保護膜、エッチストッパー層等の上部層を形成時に、前記半導体層の表面が
ダメージ等を受けることによるＴＦＴ特性の劣化を、簡易且つ確実に低減すべく、鋭意研
究を重ねてきた。
【００２０】
　その結果、上記Ｉｎ、Ｇａ、およびＺｎよりなる群から選択される少なくとも１種の元
素と、Ｓｎとを含む酸化物で構成される酸化物半導体層（第２酸化物半導体層）を形成後
、保護膜等の上部層形成前に、上記第２酸化物半導体層上に、金属元素全体に占めるＺｎ
の含有量が５０原子％以上である酸化物半導体層（第１酸化物半導体層）を設けておけば
、上部層形成前にＮ２Ｏプラズマ照射により酸化処理層を形成しなくとも、上部層形成時
に、上記第２酸化物半導体層にプラズマダメージが与えられたり、水素が導入されること
を防止でき、その結果、安定したＴＦＴ特性が得られて所期の目的を達成できることを見
出し、本発明を完成した。
【００２１】
　以下、各層について詳述する。
【００２２】
　［第１酸化物半導体層］
　第１酸化物半導体層を構成する酸化物は、少なくともＺｎを含むものであって、第１酸
化物半導体層を構成する金属元素全体に占めるＺｎの含有量が５０原子％以上のものであ
る。後述する実施例に示す通り、上記Ｚｎ量が５０原子％を下回ると、還元性雰囲気に対
する耐性が低くなり、上部層形成時の水素の導入により、導通化してトランジスタがスイ
ッチング特性を示さないといった問題が生じる。上記Ｚｎの含有量は、好ましくは６０原
子％以上であり、より好ましくは７５原子％以上である。尚、第１酸化物半導体層を構成
する酸化物は、金属元素としてＺｎ以外に、本発明の作用効果を損なわないものとして、
例えばＡｌ、Ｇａ、およびＳｎよりなる群から選択される１種以上が更に含まれていても
よい。より好ましい第１酸化物半導体層として、例えばＺｎ－Ｏや、Ｚｎ－Ａｌ－Ｏ、Ｚ
ｎ－Ｇａ－Ｏ、Ｚｎ－Ｓｎ－Ｏからなるものが挙げられる。
【００２３】
　本発明の酸化物半導体層は、上述した酸化処理層を必要とするものでないため、前記第
１酸化物半導体層と上部層（例えば保護膜）は、後述する図１に示すとおり、直接接触し
ている。
【００２４】
　第１酸化物半導体層の膜厚は、好ましくは５ｎｍ以上とするのがよい。膜厚が薄すぎる
と上部層形成時のプラズマダメージや水素導入に対するバリア効果を十分に発揮すること
が難しいからである。より好ましくは１０ｎｍ以上である。一方、厚すぎると製膜時間を
要するため生産コストが増加する。よって第１酸化物半導体層の膜厚は、８０ｎｍ以下と
することが好ましく、より好ましくは４０ｎｍ以下である。
【００２５】
　［第２酸化物半導体層］
　第２酸化物半導体層を構成する酸化物は、Ｉｎ、Ｇａ、およびＺｎよりなる群から選択
される少なくとも一種の元素と、Ｓｎとを含む酸化物（Ｓｎ＋（Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎ））で
ある。具体的には、例えば、Ｉｎ含有酸化物半導体（Ｉｎ－Ｚｎ－Ｓｎ－Ｏ等）、Ｉｎを
含まないＺｎ含有酸化物半導体（Ｚｎ－Ｓｎ－Ｏ、Ｇａ－Ｚｎ－Ｓｎ－Ｏ等）などが挙げ
られる。これらの組成比は特に限定されず、通常用いられる範囲のものを用いることがで
きる。
【００２６】
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　第２酸化物半導体層の膜厚は、好ましくは３０ｎｍ以上である。膜厚が薄すぎると基板
面内の特性にばらつきが生じるおそれがあるからである。一方、厚すぎると製膜時間を要
するため生産コストが増加する。よって第２酸化物半導体層の膜厚は、２００ｎｍ以下と
することが好ましく、より好ましくは８０ｎｍ以下である。
【００２７】
　［第１酸化物半導体層、第２酸化物半導体層の形成方法］
　上記第１酸化物半導体層、第２酸化物半導体層は、スパッタリング法にてスパッタリン
グターゲット（以下「ターゲット」ということがある。）を用いて成膜することが好まし
い。スパッタリング法によれば、成分や膜厚の膜面内均一性に優れた薄膜を容易に形成す
ることができる。また、塗布法などの化学的成膜法によって上記酸化物半導体層を形成し
てもよい。
【００２８】
　スパッタリング法に用いられるターゲットとして、前述した元素を含み、所望の酸化物
と同一組成のスパッタリングターゲットを用いることが好ましい。これにより、組成ズレ
が少なく、所望の成分組成の薄膜を形成することができる。具体的には、第１酸化物半導
体層を成膜するターゲットとして、金属元素全体に占めるＺｎの含有量が５０原子％以上
である酸化物ターゲットを使用することが挙げられる。また、第２酸化物半導体層を成膜
するターゲットとして、Ｉｎ、Ｇａ、およびＺｎよりなる群から選択される少なくとも１
種の元素と、Ｓｎとを含む酸化物ターゲット（Ｓｎ＋（Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎ））を用いるこ
とが挙げられる。
【００２９】
　上記ターゲットは、例えば粉末焼結法等によって製造することができる。
【００３０】
　第１酸化物半導体層と第２酸化物半導体層をスパッタリング法で成膜する場合、真空状
態を保ったまま連続的に成膜することが望ましい。第１酸化物半導体層と第２酸化物半導
体層を成膜する際に大気中に曝露すると、空気中の水分や有機成分が薄膜表面に付着し、
コンタミの原因となるからである。
【００３１】
　上記ターゲットを用いてスパッタリングするに当たっては、基板温度を室温とし、酸素
添加量を適切に制御して行なうことが好ましい。酸素添加量は、スパッタリング装置の構
成やターゲット組成などに応じて適切に制御すれば良いが、おおむね、酸化物半導体のキ
ャリア濃度が１０１５～１０１６ｃｍ－３となるように酸素量を添加することが好ましい
。尚、後述する実施例では、酸素添加量を、添加流量比で１００×Ｏ２／（Ａｒ＋Ｏ２）
＝４％とした。
【００３２】
　［上部層］
　本発明において第１酸化物半導体層上に形成する上部層として、例えば保護膜、エッチ
ストッパー層、ソース・ドレイン電極などが挙げられる。
【００３３】
　上記保護膜は、ＴＦＴ特性を安定して確保するために形成されるものである。本発明に
用いられる保護膜の種類は特に限定されず、表示装置に通常用いられるものを用いること
ができ、例えばＳｉＯｘ層、ＳｉＮｘ層、ＳｉＯＮｘ層のいずれかを形成する他、これら
を複数積層させることができる。
【００３４】
　上記保護膜の形成には、通常、ＣＶＤ法（具体的には、例えばプラズマＣＶＤ法）や、
スパッタリング法などが用いられる。上記プラズマＣＶＤ法によりＳｉＯｘ層を形成する
具体的方法として、例えば、ＳｉＨ４とＮ２Ｏの混合ガスを、工業用周波数１３．５６Ｍ
Ｈｚの高周波プラズマ中で反応させてＳｉＯｘを形成し、酸化物半導体層上に堆積させる
などの方法が挙げられる。
【００３５】
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　本発明によれば、保護膜を上記の通りＣＶＤ法等で形成する場合であっても、上記第２
酸化物半導体層へのダメージ付与や水素導入を防止して、優れたＴＦＴ特性を確保するこ
とができる。
【００３６】
　上記エッチストッパー層は、例えばソース・ドレイン電極形成時のエッチングの際に、
酸化物半導体層へのダメージを防止するために形成される層である。本発明に用いられる
エッチストッパー層の種類は特に限定されず、表示装置に通常用いられるものを用いるこ
とができる。例えばエッチストッパー層として、ＳｉＯｘ層、ＳｉＮｘ層、ＳｉＯＮｘ層
のいずれかを形成する他、これらを複数積層させることができる。
【００３７】
　上記エッチストッパー層の形成には、通常、ＣＶＤ法（具体的には、プラズマＣＶＤ法
）や、スパッタリング法などが用いられる。
【００３８】
　本発明によれば、前記エッチストッパー層を、上記の通りＣＶＤ法等で形成する場合で
あっても、上記第２酸化物半導体層へのダメージ付与や水素導入を防止して、優れたＴＦ
Ｔ特性を確保することができる。
【００３９】
　上記ソース・ドレイン電極も、種類は特に限定されず、表示装置に通常用いられるもの
を用いることができ、例えば、ＡｌやＣｕなどの金属または合金を用いても良いし、後記
する実施例のように純Ｍｏを用いても良い。上記ソース・ドレイン電極の形成には、通常
、スパッタリング法などを用いることができる。本発明によれば、このソース・ドレイン
電極をスパッタリング法等で形成する場合であっても、上記第２酸化物半導体層へのダメ
ージ付与や水素導入を防止して、優れたＴＦＴ特性を確保することができる。
【００４０】
　本発明におけるＴＦＴの構造は、上記酸化物半導体層（第１酸化物半導体層と第２酸化
物半導体層）と、上部層を備え、前記第１酸化物半導体層と上部層は、直接接触している
（具体的に、エッチストッパー層を有しない場合は、前記第１酸化物半導体層と、前記ソ
ース・ドレイン電極および保護膜とが直接接触しており、エッチストッパー層を有する場
合は、前記第１酸化物半導体層と、エッチストッパー層およびソース・ドレイン電極とが
、直接接触している）点に特徴を有しており、ＴＦＴにおけるその他の構成については特
に限定されない。
【００４１】
　よってＴＦＴは、基板上に、ゲート電極、ゲート絶縁膜、上記酸化物半導体層、上記ソ
ース・ドレイン電極、必要に応じて上記エッチストッパー層、上記保護膜、透明導電膜等
を少なくとも有していれば良く、その構造は通常用いられるものであれば特に限定されな
い。また、このＴＦＴを備えた表示装置においても、本発明で規定する以外の構成は特に
限定されない。
【００４２】
　以下、図１や図２を参照しながら、上記ＴＦＴの製造方法の実施形態を説明する。図１
、２および以下の製造方法は、本発明の好ましい実施形態の一例を示すものであり、これ
に限定する趣旨ではない。例えば図１、２には、ボトムゲート型構造のＴＦＴを示してい
るがこれに限定されず、酸化物半導体層の上にゲート絶縁膜とゲート電極を順に備えるト
ップゲート型のＴＦＴであっても良い。トップゲート型ＴＦＴにおいても、酸化物半導体
層が第１酸化物半導体層と第２酸化物半導体層で構成され、第１酸化物半導体層が上部層
と直接接触していればよい。
【００４３】
　図１に示すように、基板１上にゲート電極２およびゲート絶縁膜３が形成され、その上
に第２酸化物半導体層４、第１酸化物半導体層４’が形成されている。第１酸化物半導体
層４’上にはソース・ドレイン電極５が形成され、その上に保護膜（絶縁膜）６が形成さ
れ、コンタクトホール７を介して透明導電膜８がドレイン電極５に電気的に接続されてい
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る。
【００４４】
　基板１上にゲート電極２およびゲート絶縁膜３が形成する方法は特に限定されず、通常
用いられる方法を採用することができる。また、ゲート電極２およびゲート絶縁膜３の種
類も特に限定されず、汎用されているものを用いることができる。例えばゲート電極２と
して、電気抵抗率の低いＡｌやＣｕの金属、これらの合金を用いても良いし、後記する実
施例のように純Ｍｏを用いても良い。また、ゲート絶縁膜３としては、シリコン酸化膜、
シリコン窒化膜、シリコン酸窒化膜などが代表的に例示される。そのほか、Ａｌ２Ｏ３や
Ｙ２Ｏ３などの酸化物や、これらを積層したものを用いることもできる。
【００４５】
　次いで酸化物半導体層（第２酸化物半導体層４と第１酸化物半導体層４’）を形成する
。第２酸化物半導体層４は、上述した通り、第２酸化物半導体層と同組成のスパッタリン
グターゲットを用いたＤＣスパッタリング法またはＲＦスパッタリング法により成膜する
ことができる。また上述した通り、第２酸化物半導体層４と第１酸化物半導体層４’は、
順次、真空一環で連続成膜するのが好ましい。
【００４６】
　第２酸化物半導体層４と第１酸化物半導体層４’をウェットエッチングした後、パター
ニングする。パターニングの直後に、第２酸化物半導体層４および第１酸化物半導体層４
’の膜質改善のために熱処理（プレアニール）を行うことが好ましく、これにより、トラ
ンジスタ特性のオン電流および電界効果移動度が上昇し、トランジスタ性能が向上するよ
うになる。上記プレアニールの条件として、例えば、大気雰囲気または酸素雰囲気にて、
約２５０～４００℃で約１～２時間の熱処理を行うことが挙げられる。
【００４７】
　図２は、薄膜トランジスタの別の構造を示したものであり、前記図１の構造に更にエッ
チストッパー層９が加わったＴＦＴ構造を示している。この図２に示す通りエッチストッ
パー層９を有するＴＦＴ構造を形成する場合には、プレアニールの後にエッチストッパー
層９を形成すればよい。エッチストッパー層９としては一般的にＳｉＯ２などの絶縁膜が
用いられる。エッチストッパー層９よりも先にソース・ドレイン電極５を第１酸化物半導
体層４’上に形成してもよいが、上記電極５のエッチングの際に第１酸化物半導体層４’
がダメージを受けるため、トランジスタ特性が低下する恐れがある。よって、保護膜とし
てエッチストッパー層９をソース・ドレイン電極５よりも先に形成して上記エッチング時
の第１酸化物半導体層４’へのダメージを防止するのがよい。
【００４８】
　なお、リフトオフ法によりソース・ドレイン電極５を加工する場合は、第１酸化物半導
体層４’へのダメージがないためエッチストッパー層９は必要ない。後述する実施例では
リフトオフ法でソース・ドレイン電極５を形成した後、保護膜６を形成した。
【００４９】
　ソース・ドレイン電極の種類は特に限定されず、汎用されているもの用いることができ
る。例えばゲート電極と同様ＡｌやＣｕなどの金属または合金を用いても良いし、後記す
る実施例のように純Ｍｏを用いても良い。電極の形成はスパッタリング法が広く用いられ
る。
【００５０】
　その後、ソース・ドレイン電極５と第１酸化物半導体層４’の上に、保護膜（絶縁膜）
６をＣＶＤ法によって膜厚１００ｎｍ～４００ｎｍ（複数層の場合は合計膜厚）成膜する
。ＣＶＤ法による保護膜６はＳｉＯ２やＳｉＮ、ＳｉＯＮなどが用いられる。また、スパ
ッタリング法を用いて保護膜６を形成してもよい。
【００５１】
　次に、常法に基づき、コンタクトホール７を介して透明導電膜８をドレイン電極５に電
気的に接続する。透明導電膜の種類は特に限定されず、通常用いられるものを使用するこ
とができる。
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【実施例】
【００５２】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はもとより下記実施例
によって制限を受けるものではなく、前・後記の趣旨に適合し得る範囲で適当に変更を加
えて実施することも勿論可能であり、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含される
。
【００５３】
　本実施例では、以下の方法によって作製した試料を用い、ＴＦＴ特性を測定した。
【００５４】
　詳細には、図１に示す薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を作製してＴＦＴ特性を評価した。
【００５５】
　まず、ガラス基板１（コーニング社製イーグルＸＧ、直径１００ｍｍ×厚さ０．７ｍｍ
）上に、ゲート電極２としてＭｏ薄膜を１００ｎｍ、およびゲート絶縁膜３としてＳｉＯ

２（２００ｎｍ）を順次成膜した。ゲート電極２は純Ｍｏのスパッタリングターゲットを
使用し、ＤＣスパッタリング法により、成膜温度：室温、成膜パワー：３００Ｗ、キャリ
アガス：Ａｒ、ガス圧：２ｍＴｏｒｒにて成膜した。また、ゲート絶縁膜３はプラズマＣ
ＶＤ法を用い、キャリアガス：ＳｉＨ４とＮ２Ｏの混合ガス、成膜パワー：１００Ｗ、成
膜温度：３００℃にて成膜した。
【００５６】
　次に、上記のゲート絶縁膜３上に、表１～表８に示す種々の組成の第２酸化物半導体層
４を、下記のスパッタリングターゲットを用いてスパッタリング法により成膜した。スパ
ッタリング条件は以下の通りであり、ターゲットの組成は所望の第２酸化物半導体層４が
得られるように調整されたものを用いた。
　　ターゲット：Ｚｎ－Ｓｎ－Ｏ（ＺＴＯ）
　　　　　　　　Ｇａ－Ｚｎ－Ｓｎ－Ｏ（ＧＺＴＯ）
　　　　　　　　Ｉｎ－Ｚｎ－Ｓｎ－Ｏ（ＩＺＴＯ）
　　基板温度：室温
　　ガス圧：５ｍＴｏｒｒ
　　酸素分圧：１００×Ｏ２／（Ａｒ＋Ｏ２）＝４％
　　膜厚：４０ｎｍ
【００５７】
　次に、上記第２酸化物半導体層４上に、表１～表８に示す第１酸化物半導体層４’を、
下記のスパッタリングターゲットを用いてスパッタリング法により成膜した。スパッタリ
ング条件は以下の通りであり、ターゲットの組成は所望の第１酸化物半導体層４’が得ら
れるように調整されたものを用いた。
　　ターゲット：Ｚｎ－Ｏ（ＺｎＯ）
　　　　　　　　Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ（ＧＺＯ）
　　　　　　　　Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ（ＡＺＯ）
　　　　　　　　Ｚｎ－Ｓｎ－Ｏ（ＺＴＯ）
　　基板温度：室温
　　ガス圧：５ｍＴｏｒｒ
　　酸素分圧：１００×Ｏ２／（Ａｒ＋Ｏ２）＝４％
　　膜厚：２０ｎｍ
【００５８】
　第２酸化物半導体層４と第１酸化物半導体層４’の成膜は途中でチャンバーを大気開放
せず、連続的に成膜を行った。
【００５９】
　上記のようにして第２酸化物半導体層４と第１酸化物半導体層４’を成膜した後、フォ
トリソグラフィおよびウェットエッチングによりパターニングを行った。ウェットエッチ
ャント液としては、関東科学社製「ＩＴＯ－０７Ｎ」と「ＥＬＭ－ＥＺ１」を使用した。
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【００６０】
　次に、膜質を向上させるためプレアニール処理を行った。プレアニール処理は、大気雰
囲気下にて、３５０℃で１時間行なった。
【００６１】
　次に、純Ｍｏを使用し、リフトオフ法によりソース・ドレイン電極５を形成した。具体
的にはフォトレジストを用いてパターニングを行った後、Ｍｏ薄膜をＤＣスパッタリング
法により成膜（膜厚は１００ｎｍ）した。ソース・ドレイン電極用Ｍｏ薄膜の成膜方法は
、前述したゲート電極の場合と同じである。次いで、アセトン液中で超音波洗浄器にかけ
て不要なフォトレジストを除去し、ＴＦＴのチャネル長を１０μｍ、チャネル幅を２００
μｍとした。
【００６２】
　このようにしてソース・ドレイン電極５を形成した後、酸化物半導体層（４、４’）を
保護するための保護膜６を形成した。保護膜６として、ＳｉＯ２（膜厚２００ｎｍ）とＳ
ｉＮ（膜厚２００ｎｍ）の積層膜（合計膜厚４００ｎｍ）を用いた。上記ＳｉＯ２および
ＳｉＮの形成は、サムコ製「ＰＤ－２２０ＮＬ」を用い、プラズマＣＶＤ法を用いて行っ
た。本実施例では、Ｎ２Ｏガスによるプラズマ処理を行わずに、ＳｉＯ２層、およびＳｉ
Ｎ層を順次形成した。ＳｉＯ２層の形成にはＮ２ＯおよびＳｉＨ４の混合ガスを用い、Ｓ
ｉＮ層の形成にはＳｉＨ４、Ｎ２、ＮＨ３の混合ガスを用いた。いずれの場合も成膜パワ
ーを１００Ｗ、成膜温度を１５０℃とした。
【００６３】
　次にフォトリソグラフィ、およびドライエッチングにより、保護膜６にトランジスタ特
性評価用プロービングのためのコンタクトホール７を形成した。次いで、ＤＣスパッタリ
ング法を用い、キャリアガス：アルゴンおよび酸素ガスの混合ガス、成膜パワー：２００
Ｗ、ガス圧：５ｍＴｏｒｒの条件で、透明導電膜８としてＩＴＯ膜（膜厚８０ｎｍ）を成
膜し、図１のＴＦＴを作製して、後記する試験を行った。
【００６４】
　尚、第１酸化物半導体層の表面の酸化処理層の有無について、ＸＰＳ（Ｘ－ｒａｙ　ｐ
ｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）測定によって調べた。その結果
、本実施例で作製した試料では、表面近傍（５ｎｍ）の酸素含有量（原子％）のピーク強
度が表面近傍以外の領域と比べて２原子％以上高くなく、酸化処理層が形成されていない
ことを確認した。
【００６５】
　また、第１酸化物半導体層４’と第２酸化物半導体層４の金属元素の各含有量は、ＸＰ
Ｓ（Ｘ－ｒａｙ　Ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）法によって
分析した。
【００６６】
　このようにして得られた各ＴＦＴについて、以下（１）に示す通りトランジスタ特性を
測定して、（２）キャリア移動度（電界効果移動度）、（３）ＳＳ値、および（４）スト
レス耐性を評価した。
【００６７】
　（１）トランジスタ特性の測定
　トランジスタ特性（ドレイン電流－ゲート電圧特性、Ｉｄ－Ｖｇ特性）の測定はアジレ
ントテクノロジー株式会社製「４１５６Ｃ」の半導体パラメータアナライザーを使用した
。詳細な測定条件は以下のとおりである。
　　ソース電圧　：０Ｖ
　　ドレイン電圧：１０Ｖ
　　ゲート電圧　：－３０～３０Ｖ（測定間隔：０．２５Ｖ）
【００６８】
　（２）キャリア移動度（電界効果移動度）
　キャリア移動度（電界効果移動度）は、以下の式（１）を用いて飽和領域にて移動度を
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算出した。
【００６９】
【数１】

【００７０】
　式（１）において、
　Ｉｄ：ドレイン電流
　μＦＥ：電界効果移動度（飽和移動度）
　Ｃｏｘ：絶縁膜の容量
　Ｗ：チャネル幅
　Ｌ：チャネル長
　Ｖｇｓ：ゲート電圧
　Ｖｔｈ：閾値電圧
【００７１】
　本実施例では、このようにして得られる飽和移動度が５ｃｍ２／Ｖｓ以上のものを○（
移動度が高い）と評価し、５ｃｍ２／Ｖｓ未満のものを×と評価した。
【００７２】
　（３）ＳＳ値
　ドレイン電流を一桁増加させるのに必要なゲート電圧の最小値をＳＳ値とした。本実施
例では、このようにして得られるＳＳ値が１．０Ｖ／ｄｅｃａｄｅ以下のものを○（ＳＳ
値が低い）と評価し、上記ＳＳ値が１．０Ｖ／ｄｅｃａｄｅ超のものを×と評価した。
【００７３】
　（４）ストレス耐性の評価（ストレスとして光照射＋負バイアスを印加）
　本実施例では、実際のパネル駆動時の環境（ストレス）を模擬して、ゲート電極に負バ
イアスをかけながら光を照射するストレス印加試験を行った。ストレス印加条件は以下の
とおりである。光の波長としては、酸化物半導体のバンドギャップに近く、トランジスタ
特性が変動し易い４００ｎｍ程度を選択した。
　　　ゲート電圧：－２０Ｖ
　　　ソース電圧：０Ｖ
　　　ドレイン電圧：１０Ｖ
　　　基板温度：６０℃
　　　光ストレス
　　　　波長：４００ｎｍ
　　　　照度（ＴＦＴに照射される光の強度）：０．１μＷ／ｃｍ2

　　　　光源：ＯＰＴＯＳＵＰＰＬＹ社製ＬＥＤ（ＮＤフィルターによって光量を調整）
　　　　ストレス印加時間：３時間
【００７４】
　そして本実施例では、ドレイン電流が、オン電流とオフ電流の間の１ｎＡ付近であると
きの電圧をしきい値電圧と定義し、ストレス印加前後のしきい値電圧の変化量（シフト量
）を測定した。ここでしきい値電圧とは、おおまかにいえば、トランジスタがオフ状態（
ドレイン電流の低い状態）からオン状態（ドレイン電流の高い状態）に移行する際のゲー
ト電圧の値である。本実施例では、このようにして得られるシフト量が５Ｖ以下のものを
○（ストレス耐性に優れている）とし、シフト量が５Ｖ超のものを×と評価した。
【００７５】
　これらの結果を表１～表８にまとめて示す。
【００７６】
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【表１】

【００７７】
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【表２】

【００７８】
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【表３】

【００７９】
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【表４】

【００８０】
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【表５】

【００８１】
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【表６】

【００８２】
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【表７】

【００８３】
【表８】

【００８４】
　各表において、「第１酸化物半導体層の組成比＝－」（例えば表１のＮｏ．１など）と
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は、半導体層として第２酸化物半導体層のみ用い、第１酸化物半導体層を形成しなかった
例であり、従来例に相当するものである。
【００８５】
　表１～８から次のように考察できる。即ち、第１酸化物半導体層において、金属元素全
体に占めるＺｎの含有量が５０原子％以上である例は、ＴＦＴ特性に優れているが、該Ｚ
ｎの含有量が５０原子％に満たない例は、飽和移動度、ＳＳ値、ストレス耐性のいずれも
が、合格基準を満たさず、ＴＦＴ特性に劣っている。
【符号の説明】
【００８６】
　１　基板
　２　ゲート電極
　３　ゲート絶縁膜
　４　第２酸化物半導体層
　４’　第１酸化物半導体層
　５　ソース・ドレイン電極
　６　保護膜
　７　コンタクトホール
　８　透明導電膜
　９　エッチストッパー層

【図１】
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